
 
 

～児童養護施設等を退所する方や里親等から自立する方への自立支援資金貸付の拡充分の募集を行います～ 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある児童養護施設退所者等を支援するため、下記のとおり拡充されましたので、

随時募集を行います。（本貸付事業と長野県飛び立て若者！奨学金との併給はできません） 
 

貸付種別 区分 要件等 拡充後 拡充前 

生活 

支援費 

進学者 

対象者 

児童養護施設等退所者または里親等委託解除者のうち保護者から経済的

な支援が見込まれない方で、新型コロナウイルス感染症の影響によるアル

バイト休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある方 

児童養護施設等退所者または里親等委託解除者のうち保護者

から経済的な支援が見込まれない方 

貸付額 月額８０，０００円（＋３万円拡充） 月額５０，０００円 

貸付期間 大学等の正規の修学年数（拡充分については 12 ヵ月間） 大学等の正規の修学年数 

就職者 

対象者 

児童養護施設等退所者または里親等委託解除者のうち、保護者から経済的

な支援が見込まれない方で、新型コロナウイルス感染症の影響による内定

取消や休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある方 

－ 

貸付額 月額８０，０００円 － 

貸付期間 12 ヵ月間（求職期間を含む） － 

家賃 

支援費 

対象者 

児童養護施設等退所者または里親等委託解除者のうち、保護者から経済的

な支援が見込まれない方で、新型コロナウイルス感染症の影響による内定

取消や休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある方 

児童養護施設等退所者または里親等委託解除者のうち保護者

から経済的な支援が見込まれない方 

貸付額 １月あたりの家賃相当額  ※居住する地域の生活保護制度の住宅扶助額が上限 

貸付期間 ３年間 ２年間 

利    子 無 利 子 

〇申請方法及び申請先：「自立支援資金貸付申請書」（様式第１号）及び必要書類、「施設長等推薦書及び収入の減少状況に関する申立書（様式第１号関係）」

を、(社福)長野県社会福祉事業団へ提出してください 

〇申請期間：随時（令和５年３月 31 日必着）  
  

※制度の詳細、ご不明な点などありましたら貸付規程をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業の拡充のご案内 

 

〒３８１－００３４ 長野市大字高田３６４番地１   社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 本部事務局 

（TEL）０２６－２２８－０３３７ （FAX）０２６－２２８－０３１０ 

（E ﾒｰﾙ）shikin@nagano-swc.com （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）https://nagano-swc.com/ 

令和４年度 実施事業 


